
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町ではこれまで、小中学校を５月６日（水）まで臨時休業とし、７日（木）の学校再開の準備を進

めておりました。しかしながら、依然として栃木県を含め全国で感染者が増加している現状を受け、本

日、町の対策本部会議において５月７日（木）以降の小中学校の対応を次のように決定しましたのでお

知らせいたします。 

 

１ 小中学校の休業期間を、５月３１日（日）まで延長します。 

２ 小学６年生と中学３年生については進路等を見据え、５月２５日（月）から２９日（金）までを登

校日として午前中のみ（給食なし）学習活動を実施します。他学年の登校日等については今後検討いた

します。 

３ 入学式は、小学校が５月２５日（月）、中学校は６月１日（月）に実施する予定です。入学式のご

案内については、後日郵送いたします。 

４ 今後の学習の進め方については、連休明けにメールや学校のホームページ等でお知らせいたしま

す。 

５ 休業延長に伴い授業日数確保のため、夏休みは８月１日（土）から１６日（日）までとなります。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化しているため今後も予定の変更等があ

り得ることをご理解いただきご協力をお願いいたします。 
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